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健康横浜２１推進会議運営要綱 

 

 制 定 平成 24 年３月１日健保事第 3964 号（局長決裁） 

最近改正 令和６年３月８日健健推第 3307 号（局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市附属機関設置条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第

49 号）第４条の規定に基づき、健康横浜２１推進会議（以下「推進会議」と

いう。）の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。 

 

（担任事務） 

第２条 横浜市附属機関設置条例第２条第２項に規定する委員会の担任する事

務の細目については、次に掲げるものとする。 

(1) 健康横浜２１（以下「健康横浜２１」という。）の推進に関すること。 

(2) 健康横浜２１の評価・策定に関すること。 

 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健医療専門家 

(3) 健康に関連するボランティア団体・企業等の各種団体の代表者 

(4) マスメディアの代表者 

２ 委員の任期は、５年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の代理は、認めないものとする。 

 

 （臨時委員） 

第４条 推進会議に、健康横浜２１の評価・策定や健康づくりに関する事項を

調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健医療専門家 

(3) 健康に関連するボランティア団体・企業・各種団体の代表者等 

３ 臨時委員は、第１項の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され

たものとする。 
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（会長） 

第５条 推進会議に会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、推進会議を代表し、会務を掌理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名

する委員が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 推進会議の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、推進会議の議長とする。 

３ 推進会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合

は、会長の決するところによる。 

 

 （部会） 

第７条 健康横浜２１について調査審議するために部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長１人を置き、委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。 

４ 第６条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条

中の「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と

読み替えるものとする。 

５ 部会の委員構成や議事内容等を踏まえ、推進会議の会長が認める範囲にお

いて、前項に基づく部会の決定を推進会議の決定に代えることができる。 

 

（会議の公開） 

第８条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜市条例

第１号）第 31 条の規定により、委員会の会議については、一般に公開するも

のとする。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とす

ることができる。 

 

（意見の聴取等） 

第９条 会長又は部会長は、推進会議又は部会の会議の運営上必要があると認

めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提

出その他必要な協力を求めることができる。 

 

（庶務） 



第 10 条 推進会議の庶務は、健康福祉局健康推進課において処理する。 

 

（委任） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、

会長が推進会議に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行後最初の委員会の会議は、第６条第１項の規定にかかわら

ず、市長が招集する。また、最初の部会の会議は、会長が招集する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 



横浜市の女性の健康に関する
現状・課題および推進について

令和７年３月18日（火）

健康横浜２１推進会議 女性の健康づくり推進検討部会 資料

横浜市健康福祉局健康推進課

資料３



（１）全国的な背景・課題
（２）「第３期健康横浜２１」における女性の健康づくり
（３）横浜市の女性の健康課題 ①～⑦
（４）令和６年度中の具体的なアクション（健康推進課）
（５）女性の健康づくり推進体制の強化
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（１）全国的な背景・課題
（２）「第３期健康横浜２１」における女性の健康づくり
（３）横浜市の女性の健康課題 ①～⑦
（４）令和６年度中の具体的なアクション
（５）女性の健康づくり推進体制の強化
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全国的な背景・課題

4

• 男性よりも女性の健康寿命は長い一方、平均寿命と健康寿命の差である
「健康上の問題で日常生活に制限がある期間」が長いことが女性の健康
課題となっています。

• 男性がメインターゲットとなりやすいメタボリックシンドローム対策に
加え、女性に多く見られ、高齢期以降の健康に影響が大きい疾患に着目
した対策も行うことで、女性の健康寿命の延伸につなげる必要がありま
す。



【参考】女性のライフステージと健康課題

実り
の世代

育ち・学び
の世代

働き・子育て世代

ライフステージによって
かかりやすい病気が違い
女性ホルモンの影響を

大きく受ける

働き・子育て世代は特に
ライフステージごとに

様々な女性の健康課題に
直面する

思春期 性成熟期 更年期 老年期
10 20 30 40 50 60 年齢

月経前症候群（PMS）/月経困難症/

月経不順

不妊
やせ

乳がん・子宮がん・卵巣がん

うつ

生活習慣病、骨粗しょう症

更年期障害子宮内膜症・子宮筋腫

皮膚の乾燥、泌尿器の病気

月経開始 妊娠・出産・育児 閉経

女性ホルモン
（エストロゲン）の量

5



全国的な背景・課題 ー健康日本２１（第三次）ー

6• 厚生労働省説明資料 健康日本２１（第三次）

健康日本２１（第三次）
新たな視点５項目

①女性の健康

②自然に健康になれる
環境づくり

③他計画や施策との連携
も含む目標設定

④アクションプランの
提示

⑤個人の健康情報の
見える化・利活用に
ついて記載を具体化



全国的な背景・課題 ー健康日本２１（第三次）ー

7• 厚生労働省説明資料 健康日本２１（第三次）

健康日本２１（第三次）
主な目標

「ライフコースアプローチ
を踏まえた健康づくり（女

性の健康関係）」

・若年女性のやせの減少

・生活習慣病のリスクを高
める量を飲酒している女性
の減少

・骨粗鬆症検診受診率の向
上



全国的な背景・課題

8

全国的に

ライフステージに応じた

切れ目のない

女性の健康づくり支援

が求められている

• 厚生労働省説明資料 令和６年度健康寿命延伸都市協議会総会



（１）全国的な背景・課題
（２）「第３期健康横浜２１」における女性の健康づくり
（３）横浜市の女性の健康課題 ①～⑦
（４）令和６年度中の具体的なアクション
（５）女性の健康づくり推進体制の強化
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第３期健康横浜２１

共に取り組む生涯を通じた健康づくり

基本理念

健康寿命の延伸

生活習慣病の予防を中心とした、

横浜市における総合的な健康づくりの指針

基本目標

計画期間 令和６(2024)年度から令和17(2035)年度まで

※健康寿命とは
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

10



第３期健康横浜２１

10の
健康課題
選定

11



①生活習慣病の予防を通じた早世の減少 ⑥歯周炎の予防と改善

②男性の肥満や脂質異常症の改善 ⑦腰痛の予防と改善

③女性の乳がんの死亡率の減少 ⑧骨折・転倒により介護が必要な
状態となることの減少

④糖尿病の重症化の予防 ⑨高齢期の不慮の事故による
死亡率の減少

⑤喫煙・受動喫煙の減少 ⑩成人期・壮年期の
メンタルヘルスの向上

12

「第３期健康横浜２１」 10の主要な健康課題

＝女性に関連する健康課題

「第３期健康横浜２１」主要な健康課題



（１）全国的な背景・課題
（２）「第３期健康横浜２１」における女性の健康づくり
（３）横浜市の女性の健康課題 ①～⑦
（４）令和６年度中の具体的なアクション
（５）女性の健康づくり推進体制の強化

13



14

市の女性の健康寿命は短縮し、制限のある期間も長くなった

【市】：厚生労働省研究班の算出方法を利用した独自算出

「第３期健康横浜２１」女性の健康課題①ー１

①ー１健康寿命が短縮傾向



【国・県】平均寿命︓平成13・16・19・25・28・令和元・４年は、厚⽣労働省「簡易⽣命表」
健康寿命︓厚⽣労働科学研究において算出

【市】：厚生労働省研究班の算出方法を利用した独自算出
15

全国の健康寿命は着実に延伸

健康寿命 令和４年 都道府県別ランキング

神奈川県 女性：ワースト３位

「第３期健康横浜２１」女性の健康課題①ー２

①ー２健康寿命が短縮傾向



【国・県】平均寿命︓平成13・16・19・25・28・令和元・４年は、厚⽣労働省「簡易⽣命表」
健康寿命︓厚⽣労働科学研究において算出

【市】：厚生労働省研究班の算出方法を利用した独自算出
16

全国の制限のある期間は着実に縮小

「第３期健康横浜２１」女性の健康課題①ー３

①ー３健康寿命が短縮傾向

制限のある期間 令和４年 都道府県別ランキング

神奈川県 女性：ワースト１位



• 人口動態統計を用いた本市による算出

「第３期健康横浜２１」女性の健康課題②

②生活習慣病の予防を通じた早世が全国比で男性と比較すると多い

17



乳がん 市 全国比較

75歳未満
年齢調整死亡率
（人口10万対）

17.3 全国より
死亡率高い

標準化死亡比
（全国との比較）

1.168
市全体

および12区で
有意に高い

「第３期健康横浜２１」女性の健康課題③

③乳がん死亡率が高い

18

• 人口動態統計を用いた本市による算出

行政区別にみる主要死因の標準化死亡比（平成28年から令和２年）



介護保険「要支援」の要因 市

骨折・転倒が主な原因で

介護保険要支援となった人の割合
19.7％

「要支援」の

原因の１位

• 「要支援」となった原因を見ると、骨折・転

倒の割合が最も多く、次いで、関節疾患

（膝・股関節など）

• 骨粗しょう症の発症予防には、青年期までに

より多くの骨量を獲得することと、年齢に伴

う（特に女性は閉経後の）骨密度低下を可能

な限り抑制することが重要。

• 適正体重維持とやせの防止、食事、運動、喫

煙と過度な飲酒の制限など、生涯を通じた取

組が高齢期の骨折・転倒の予防につながる。

「第３期健康横浜２１」女性の健康課題④

④介護保険「要支援」の原因１位が「骨折・転倒」

19



• 横浜市立大学による分析
（PAFは「令和元年国民生活基礎調査」より算出）

▶冊子24頁

• 20-59歳の「うつ病やその他のこころの病

気」の日常生活制限に対する人口寄与割合

（ＰＡＦ）は、腰痛と並んで大きく、特に

20-39歳では25％を超えている。

• 政令市の中で健康寿命が長いとされる３市

（仙台市、浜松市ほか）と比較して、本市

の健康寿命に影響する日常生活の制限には、

成人期・壮年期のメンタルヘルス（特に子

育て中の女性の悩みやストレス）が関連し

ていることが分かっている。

「第３期健康横浜２１」女性の健康課題⑤

⑤子育て中の女性のストレス

20



「第３期健康横浜２１」女性の健康課題⑥

⑥女性のやせ

21

■年代別女性のやせの割合

※令和５年度「健康に関する市民意識調査」より

【参考】
BMI＝身長(m)×身長(m)÷体重(kg)
低体重（やせ）：BMI<18.5
肥満 ：BMI<25

※女性（40-74歳）のやせの該当者は全体の13.6%

標準化該当比
（対全国比）

全国比較

女性 113.5 やせの割合が多い

男性 94.6 やせの割合が少ない

■やせの割合の全国比（40-74歳）

※令和３年特定健康診査より（第９回NDBオープンデータ）

• 40-74歳女性のやせの標準化該当比は、対全国で113.5と高い

• 特に20歳代のやせの割合は、他の年代に比べると高い。



「第３期健康横浜２１」女性の健康課題⑦

⑦女性の飲酒

22

■生活習慣病のリスクを高める量の飲酒（女性）

※令和５年度「健康に関する市民意識調査」より

※女性（40-74歳）で毎日飲酒している人は全体の16.8%

女性（40-74歳）で飲酒量が多い人は全体の6.3%

■飲酒頻度や量の全国比（40-74歳女性）

※令和３年特定健康診査より（第９回NDBオープンデータ）

• 40-74歳女性の毎日飲酒する人の標準化該当比は、対全国で114.1と高い

標準化該当比
（対全国比）

全国比較

毎日、飲酒する 114.1 飲酒頻度が高い

1日あたりの飲酒量
≧２合

105.3
飲酒量も多い
可能性がある



（１）全国的な背景・課題
（２）「第３期健康横浜２１」における女性の健康づくり
（３）横浜市の女性の健康課題 ①～⑦
（４）令和６年度中の具体的なアクション（健康推進課）
（５）女性の健康づくり推進検討部会の設置

23



第３期計画前半の取組「よこはま健康アクション[R6—R11]」

「よこはま健康アクション〔R6-R11〕」における10の重点取組の１つとして位置付けている

24



女性の健康づくり応援セミナー（大塚製薬共催）出張骨密度測定「骨活de健康づくり講座」

主な取組内容①（職場：健康福祉局健康推進課）

事業所へ出張し、
骨密度測定を実施後、
運動や食生活の指導

を行う

■対象
：横浜市内の事業所

■横浜市スポーツ医
科学センターへ委託

■令和６年度～

■先着順で募集、
2日間で予約締切！

■令和７年度は30事
業所へ

女性の健康に関する知見
を豊富に有する協定締結
企業と連携し、専門医等の

セミナーを実施

■対象
：50歳前後の女性

■大塚製薬と共催

■令和５年度末～

■周知協力依頼は、
医師会や複数の協定締結

企業、協会けんぽ等に実施

■視聴申込者数
R5：493名 R6:564名

■女性の健康づくりに関心
が持てるような機会を提供

25



R６年度～
横浜健康経営認証制度の評価項目に
「女性の健康保持増進への取組の有無」を追加

37.2%

62.8%

中小企業

81.8%

18.2%

大企業

あり

ありなし
なし

26
※「横浜健康経営認証2025」クラスAAの応募事業所より

主な取組内容②（職場：健康福祉局健康推進課）



動画等による効果的なプロモーションの実施

主な取組内容③（啓発：健康福祉局健康推進課）

睡眠

骨粗しょう症 飲酒

ちらし

27

ちらし



Instagramを通じた動画配信（各１分程度）

主な取組内容④（健康福祉局健康推進課）

28

配信日 年代 内容

3/5(火） 思春期 生理の悩み

3/10(月） 20-30代 子宮頸がんとは？

3/12(水） 40-50代 更年期症状とは？

3/14(金） 思春期 痩せすぎていることでの影響は？

横浜市役所の専門職が
日々の生活で気をつけたいポイントや
気軽にできる運動・食事の工夫など

様々なアイディアをご紹介する
健康情報アカウントを

令和６年１１月に運用開始

健康横浜２１公式アカウント



（１）全国的な背景・課題
（２）「第３期健康横浜２１」における女性の健康づくり
（３）横浜市の女性の健康課題 ①～⑦
（４）令和６年度中の具体的なアクション
（５）女性の健康づくり推進体制の強化

29



女性の健康支援にかかる推進体制の強化

30

健康づくり施策の転換の必要性

第２期計画まで 第３期計画から

生活習慣病予防
メタボリックシンドローム対策
（男性の肥満予防が中心）

生活習慣病予防
メタボリックシンドローム対策
（男性の肥満予防が中心）

性差を踏まえた支援
女性特有の健康課題への対策強化

主要施策 主要施策【継続】

主要施策【新規】

＋



女性の健康支援にかかる推進体制の強化

31

女性の健康推進検討部会の設置

健康横浜２１推進会議

歯科口腔保健
推進検討部会

食育推進
検討部会

横浜健康経営
認証委員会

女性の健康
推進検討部会

常設 常設 常設

令和６年度末～９年度（開催予定）

期間限定

第３期計画前半で検討

新設



女性の健康支援にかかる推進体制の強化

32

検討部会のメンバー 及び 庁内連携課長会議の開催

連動

検討部会メンバー 庁内関係課長会議メンバー

氏名 役職

伊藤 呼春 横浜市立大学 国際商学部３年

井上 祥
京都大学 大学院医学研究科社会健康医学系専攻 健康情報学 客員研究員

横浜市立大学 共創イノベーションセンター 特任准教授

川内 美月
横浜市立大学大学院国際マネジメント学科
博士後期課程 ３年

倉根 美帆 横浜市PTA連絡協議会 副会長

後藤 温 横浜市立大学 医学部医学科 公衆衛生学教室 主任教授

佐久間 更生
全国健康保険協会神奈川支部
企画総務部企画総務グループ 保健グループ長

髙橋 景子 一般社団法人 横浜市助産師会

豊福 深奈 一般社団法人 横浜市医師会 常任理事

長谷川 利希子 公益社団法人 神奈川県栄養士会 理事

宮本 由美子 (株)ビット 取締役 経営管理部長（横浜健康経営認証AAA）

善方 裕美 一般社団法人 横浜市医師会 産婦人科医会 常任幹事

関係局課

政策経営局 男女共同参画推進課

経済局 中小企業振興課

こども青少年局 地域子育て支援課

医療局 がん・疾病対策課

教育委員会事務局 健康教育・食育課

教育委員会事務局 小中学校企画課

健康福祉局 健康推進課

（五十音順・敬称略）



女性の健康支援にかかる推進体制の強化

33

女性の健康推進検討部会の検討事項

目的：女性の生涯にわたる健康づくりをサポートする環境を整える

■検討事項 ＜案＞

（１）女性の生涯にわたる総合的な健康づくりに必要な具体的な取組

（思春期から壮年期まで）

（２）若い世代（思春期から20歳代）の女性に伝わる効果的な情報発信手法

（３）市内中小企業における効果的な取組

（４）横浜市の女性特有の健康課題の把握・分析方法

（５）取組の効果検証方法



1

課題

女性の健康に関する課題や現状を把握できていない

・横浜市の現状が把握できておらず、市として対策すべ

き課題が明らかになっていない

・日常生活に影響を及ぼす女性特有の課題の特徴を把握

できていない

目指す姿、アウトカム・指標、取組等が定まっていない

・女性の健康は第３期健康横浜２１の取組テーマにない

・アウトカム（成果目標）やその指標が決まっていない

・アクティビティ（取組）が整理されていない

効果的な取組が検討できていない

・女性特有の健康課題を解決するための効果的な取組が

検討できていない

・第３期健康横浜２１に掲載がある取組

・第３期健康横浜２１に掲載がない取組

取り組むべき健康課題の検討

・令和４年度国民生活基礎調査（横浜市分）の深堀分析

（横浜市立大学と連携して実施）の結果から課題を抽出

・その他、既存の調査から課題を抽出

⇒優先的に取り組むべき健康課題を選定

実態調査の実施内容の検討

・横浜市の女性の健康に関する現状や取り巻く環境の実態

を把握するための調査内容等の検討

・実施結果から効果的な取組を検討

ロジックモデルの検討

・アウトカム（成果目標）やその指標を設定

・アクティビティ（取組）を整理

効果的な取組の検討

・アクティビティ（取組）の具体は何にするか

『どの世代の誰を対象に、どのような取組を行うべきか』

＜例＞効果的な啓発方法（情報発信方法等）

環境づくり

・効果検証はどのように行うのか

部会での検討事項

女性がどの世代でもいきいきと健康に生活している横浜市を実現

女性の健康づくり推進に向けた「課題」と「部会での検討事項」 資料４



どのような資源を投入し、どのような活動を行って、

どのような社会的成果を生み出すかという事業の設計図

ロジックモデルとは

『施策・事業の最終成果に至るまでの道筋を論理的・体系的に示したもの』

*中期：3～5年
長期：6～10年

▶ インプットからインパクトに至るまでの全てが手段と目的の関係

作成時に考える順番

インプット
（資源）

何を投入するのか 見込まれる結果は何か

事業の実績

参加人数

配布枚数

アクティビティ
（活動／対象）

何を行うか
対象は誰か

何を行うか

計画・調査

事業実施・広報

対象は誰か

就労者・思春期

アウトプット
（結果）

アウトカム
（成果:初期／中長期*）

生み出したい成果は何か

インパクト
（影響・効果）

健康寿命の延伸
生活の質の向上
医療費の適正化

生活の自立
など

直接コントロールできる領域 直接コントロールできない領域

目指すべき姿は何か

手段 目的 手段 目的 手段 目的 手段 目的

人

・モノ

・カネ

知識の普及

予防意識の向上

疾患の早期発見

罹患率の減少

など



現状 インプット アクティビティ 初期アウトカム 中間アウトカム 最終
アウトカム

女性の健康づくり応援事業ロジックモデル案

女性の健康寿
命が短縮傾向

生活習慣病に
よる早世が全
国比を男性と
比較すると多
い

乳がん死亡率
が全国比で高
い

介護保険「要
支援」の原因
第１位が「骨
折・転倒」

健康寿命が長
い３政令市と
の比較で特に
子育て中の女
性の悩みやス
トレスが日常
生活制限に関
連している

横浜市
・健康推進課

・関係課長会議

女性の健康づくり
応援事業予算

女性の健康づくり
推進検討部会

企業
・横浜市内企業等

学校・学校関係団体
・中学、高校、大学
・横浜市PTA連絡
協議会

骨粗しょう症予防
アウトプット

乳がん・子宮がんの予防

メンタルヘルス

女性の飲酒頻
度・量が全国
比で多い

生
活
習
慣
病
の
予
防
を
通
じ
た
早
世
の
減
少

女
性
の
乳
が
ん
の

死
亡
率
の
減
少

骨
折
・
転
倒
に
よ
り
介
護
が

必
要
な
状
態
と
な
る
こ
と
の
減
少

成
人
期
・
壮
年
期
の

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
向
上悩みやストレスがあるが相談

できないでいる人の割合の減
少(国民生活基礎調査)

（検討中）
過去に骨密度検査を受けたことの
ある人の割合の増加（未調査）

睡眠で休養が取れている人の
割合の増加
(健康に関する市民意識調査)

睡眠時間が6～9時間の人の
割合の増加
(健康に関する市民意識調査)

乳がん検診受診率の増加
(国民生活基礎調査)

生活習慣病のリスクを高める
量を飲酒している者の割合の
減少(国民生活基礎調査)

・女性のがん無料クーポン
送付数
・ブレスト・アウェアネス啓発
チラシ送付数
・Instagram視聴数

（検討中）
月経関連症状により日常生活に
支障があるにもかかわらず、行動に
起こしていない人の割合（未調査）

横浜健康経営認証事業所で、
女性の健康づくりに取り組ん
でいる事業所の増加
(横浜健康経営認証応募用紙)

・市HP掲載のストレス
対処・睡眠啓発チラシ
視聴数
・睡眠啓発動画視聴数

20～30代女性のやせの者の
割合の減少
(健康に関する市民意識調査)

健康のために意識して運動し
ている市民の割合の増加
(健康に関する市民意識調査)

・乳がん検診・子宮がん検診の個別
勧奨
・ブレスト・アウェアネスの啓発
・Instagramを活用した情報発信

・骨活de健康づくり
・Instagramを活用した情報発信
・骨粗しょう症予防動画のHP掲載

・相談窓口の周知
・働き・子育て世代向けの
「ストレス対処」「睡眠」啓発
チラシ・動画のHP掲載

実施（予定）している取組

女性のやせが
全国比で多い

横
浜
市
の
女
性
の
健
康
寿
命
の
延
伸

インパクト

【
目
指
す
姿
】
横
浜
市
在
住
・
在
勤
の
女
性
が
ど
の
世
代
で
も
い
き
い
き
と
健
康
に
生
活
し
て
い
る

保健医療関係団体
・横浜市医師会
・産婦人科医会
・横浜市助産師会
・神奈川県栄養士会

等

医療保険者・医療
保険関係団体
・全国健康保険
協会神奈川支部

等

地域で活動する団体

マスメディア

上記以外にも
日常生活制限
に関連している
項目があるか更
に分析が必要 働く女性が健康づくりに

取り組みやすい環境づくり
・横浜健康経営認証応募
用紙への項目の追加
・

子宮がん検診受診率の増加
(国民生活基礎調査)

・女性の健康づくり推進
体制のある横浜健康
経営認証事業所数

月
経
関
連
症
状
・
更
年
期
症
状
な
ど
女
性

特
有
の
健
康
課
題
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

影
響
を
受
け
る
日
数
（
人
）
の
減
少 女性の健康づくり応援事業独自で設定

第３期健康横浜２１で設定

食生活
・個別栄養相談・集団健康教育の実施

飲酒
・「飲酒」啓発チラシ・動画の放映・
HP掲載

運動
・「腰痛対策」プロモーション動画の
交通広告・HP掲載
・よこはまウォーキングポイント事業

・骨活de健康づくり
講座参加人数
・骨粗しょう症予防
動画の視聴数

・区での個別栄養相談延べ
人数/食生活に関する
集団健康教育延べ人数

・市HP載の飲酒啓発
チラシ・動画の視聴数

・腰痛対策プロモーション
動画の視聴回数
・よこはまウォーキングポイント
新規参加登録者数

月経関連症状
・セミナー開催
・Instagramを活用した情報発信
・岩崎学園学生による媒体
デザイン作成

更年期症状
・セミナー開催
・Instagramを活用した情報発信

・女性の健康づくり応援
セミナー受講者数
・Instagram視聴数

（検討中）
更年期症状により日常生活に支
障があるにもかかわらず、行動に起
こしていない人の割合（未調査）

・小・中・高・大学への喫煙
防止ぅ教育実施回数
・横浜健康経営認証事業
所「禁煙」に関する専門
職派遣実施事業所数

喫煙
・小・中・高・大学への喫煙防止ぅ教育
・職場の力を活用した禁煙チャレンジ支援

20代の喫煙率
(国民生活基礎調査)

20歳以上の喫煙率
(国民生活基礎調査)



女性の健康づくり推進検討部会 今後のスケジュール（予定）

令和９年度 R10年度

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 （仮） （仮）

●
８月下旬

●
８月下旬

年１回
予定

年１回
予定

●
6月上旬

●
８月上旬

●
２月上旬

●
6月上旬

●
８月上旬

●
２月上旬

年２回
予定

部会での作業事項

・アウトカム検討
・現状と課題の明
確化
・実態調査の必要
性検討

・アウトカム決定
・取り組むべき優
先課題の検討と
整理
・実態調査の内容
等を検討
・具体的な取組の
検討

・ロジックモデル
の決定
・取り組むべき優
先課題の決定
・具体的な取組の
検討

・実態調査結果の
報告と分析
・具体的な取組の
決定

・実態調査結果よ
り効果的な啓発取
組の検討

・具体的な取組の
効果測定
・効果的な啓発取
組の決定

今後、
検討

女性の健康づくり推進に向けたスケジュール（案）

①ロジックモデルの
　作成・評価

R10年度に評
価予定

②課題や現状の明確化

③生涯にわたる総合的な
健康づくりに必要な具体
的な取組

　・若い世代向け情報発信
　・市内中小企業向け啓発
など

健康横浜２１推進会議

女性の健康づくり
推進検討部会

令和７年度 令和８年度

●ロジックモデルを使用し、取組を適宜、見直し

資料５

●アウトカムの設定

・アウトカム指標の設定
●取組テーマ

・アウトプット指標の設定

●国民生活基礎調査等

の分析

●優先的に取り組むべき課題の検討・整理

●ロジックモ

デル完成

●調査実施 ●調査結果

●効果的な啓発（対象者・内容・手法など）の実施に向けた検討

●取組の検討 ●取組の実施

●取組の実施（Instagramやちらしなどの活用を通じたもの）

※実施内容等は、継続して検討
●効果的な啓発の決定

●取組開始

●実態調査の実施に向けて検討

（対象・内容・手法など）
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